
 

 

 

  

 

 

平成 27 年 1 月 15 日号 

平成２７年となりました。 

本年の皆さまのご多幸をお祈りしております。 

今回は、先月上海市静安地区の弁護士との 

共同セミナーで発表したテーマをメインに 

（弁護士向けだったので、さわりをわかりやすく…） 

事務所通信第４号をお届けします。 
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 国際的二重課税回避のための基本的枠組み 

 

 

 

１.  はじめに 

内 国
法人 

内 国
法人 

外 国
法人 

外 国
法人 

日本 外国 

日本の税法 

外国の税法 

租税条約 

 「国際的二重課税」というと、何やら大変難しそうな響きがあります。 

 国際的二重課税は、どうして生じ、どのように回避され得るのでしょうか。 

 ヒト・カネ・モノが国境を越えて頻繁に行き交う現代のグローバル社会において、

その基本についてだけでも押さえておくことは、決して、損とはならないでしょう。 

 今回は、法人の国際的経済活動に係る所得課税において問題となる国際的二重課税

を例に、国際的二重課税の基本中の“き”について、できる限り、国際課税について

初心者の方でもわかるように、概説してみたいと思います。 

 そもそも、法人が国境を越えて経済活動を行って所得を得た場合、日本の税法は、

どの範囲で適用されるのでしょうか。この点、税法のような公法の国際的な適用範囲

の決定に際しては、当該公法が有している地理的適用範囲の意思が考慮されます。 

 それでは、日本の税法の地理的適用範囲の意思はどうなっているかというと、日本

の法人税法及び所得税法は、内国法人の所得に関しては、その源泉がどこにあるかを

問わず、すべてを日本の課税権の対象とする全世界所得課税主義をとっています。 

 そこで、例えば、内国法人が外国法人との取引により国外に源泉ある所得を得た場

合、当該所得は日本において課税対象となるわけですが、外国においてもその外国に

源泉ある所得として課税対象となる可能性があります。このように内国法人の所得が、

日本においても、外国においても、課税対象となる場合、国際的二重課税が生じます。 

他方、日本の法人税法及び所得税法は、外国法人の所得については、日本の国内に

源泉のある所得（国内源泉所得）に対してのみ課税する原則がとられています。 

 そこで、例えば、外国法人が、日本の国内に源泉ある所得を得た場合、日本におい

て課税対象なり得るところ、外国法人の本国の税法が全世界所得課税主義をとってい

る等して当該所得についても課税対象とすると、国際的二重課税が生じ得ます。 

全世界所得
課税主義 

２.  法人の所得課税において国際的二重課税はどうして生じるのか 

初心者でもわかる！？ 
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国際的二重課税を回避する方法としては、まず、以下のような方法があります。 

 

 外国税額控除制度 … 国家の課税権を属人的に捉え、自国の国民や

法人の所得につき、その源泉が国内にあるか

国外にあるかを問わず、そのすべてを課税の

対象とした上で（全世界所得課税主義）、 

外国政府に納付した所得税等の外国税額を 

自国の税額から控除することにより、 

二重課税の排除を図る制度。 

前述のように、日本は、全世界所得課税主義をとっており、国際的二重課税を回避

する方法として、基本的には、外国税額控除制度を用いています。 

 つまり、日本の法人税法は、内国法人の所得に関しては、その源泉がどこにあるか

を問わず、すべてを課税対象としています。しかし、それでは、ある外国が、日本の

内国法人の所得について、当該外国内に源泉がある等として課税した場合、当該所得

について国際的二重課税が生じてしまいます。そのような場合、内国法人が当該外国

に納付した外国法人税額について、日本に納付すべき法人税額から控除してあげまし

ょう、という外国税額控除制度を、法人税法は採用して、国際的二重課税を回避して

いるというわけです。 

国際的二重課税を回避する方法としては、以下のような方法もあります。 

 

 国外所得免除制度 … 国家の課税権を属地的に捉え（源泉地国課税主義）、

国外に源泉のある所得を自国の課税の対象から除外

することにより、二重課税の排除を図る制度。 

 こちらは、国外に源泉のある所得については、そもそも、自国の課税の対象から

除外するというものです。そうすれば、ある外国が当該外国内に源泉がある等とし

て課税しても、自国内では国外源泉所得として課税されず、当該外国における課税

で完結するので、当該所得についての国際的二重課税は回避され得ます。 

 日本は、上記の通り外国税額控除制度を基本としていますが、平成 21 年度税制改

正により、内国法人が受け取る一定の配当等について、外国子会社配当益金不算入

制度（国外所得免除方式）を導入したため、両制度を併用する結果となっています。 

 

 なお、以上は、国内的立法措置により国際的二重課税を回避する方法ですが、国

際的二重課税は、国家間の協力、すなわち、租税条約の締結によっても、回避され

得ます。 財務省のホームページによれば、平成 27 年 1 月 1 日現在、二重課税の回

避、脱税及び租税回避等への対応を主たる内容とする租税条約は、64 か国・地域と

の間で、53 の条約が締結されています。 

３.  国際的二重課税の回避する方法 

（exemption method） 

（foreign tax credit） 
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中国の企業所得税は、「外国法人税」（法人税法 69 条 1 項、法人税法施行令 141 条

第 2 項）に含まれるので、外国税額控除の対象となります（＊1）。 

 つまり、J 社が中国法人 C 社から得た使用料収入 1000 は、会計上も、法人税申告

上も、収益ないし益金とされますが（すなわち、法人税法上の「所得」に含まれる。）、

当該所得に関して支払われた（控除された）企業所得税 100 については、日本で重

ねて課税されないよう、外国税額控除を選択することができるというわけです。J 社

が外国税額控除を選択する場合、控除限度額内であれば、企業所得税 100 を全額、

日本で納付すべき法人税額から控除できます。 

 なお、J 社が外国税額控除を選択する場合、J 社のように、企業所得税 100 を会計

上費用と計上していても、法人税法上、損金不算入となります（同法 41 条）。 

＊1 なお、中国の営業税は取引高に課税されるため、たとえ課税されていても、「外国法人税」
に該当しません（法人税法上、損金となります）。 

ここから先は、もう少し難しくなりますが、日中間では、日中租税条約（「所得に

対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国

政府との間の協定」）が締結されていますので、同条約も考慮しなければなりません。 

使用料については、日中租税条約 23 条 3 項 c が、同 12 条 2 項（10％減度税率）

が適用される使用料について、日本の外国税額控除適用の際には、中国における源

泉税額は 20％の税率で支払われたものとみなす旨、規定しています（＊2）（＊3）。 

そこで、J 社が、日中租税条約のみなし外国税額控除を利用すると、使用料収入

1000 の 20％に相当する 200 について、外国税額控除の対象となる外国法人税額と

することができます。つまり、みなし外国税額控除の利用により、実際に支払った

10％の企業所得税 100 よりも多くの金額を、法人税額から控除し得るのです。 

当期に納付した控除対象外国法人税額         100 

当期に納付したとみなされる控除対象外国法人税額   100 

当期の控除対象外国法人税額      1000×20％＝ 200 

＊2 みなし外国税額控除（tax sparing credit）といわれるものです。租税条約の規定に基づいて、

条約相手国で特別に減免された税金額に関し、それを実際に支払ったものとみなして税額控

除の対象とする制度で、国際的二重課税排除という本来の目的というよりも、所得源泉地国

での法人税等の優遇措置を実質的に担保することにより、投資のインセンティブ効果を妨げ

ないようにしようという政策的な目的を有しています。 

＊3 中国では、2008 年 1 月 1 日より、新企業所得法（以下、「新法」）が施行され、従来の内資

企業に適用されていた「企業所得税暫定条例」と外国投資企業に適用されていた「外商投資

企業及び外国企業所得税法」（以下、「旧法」）が一本化されました。もっとも、中国から日

本への使用料支払に係る源泉税率に関しては、変更はありません（旧法・新法ともに、税法

上源泉税率は 20％とされていますが、旧法は関連通達により、新法は実施条例により、10％

に軽減されています）。新法の施行に伴い、財務省は、「新法により旧法が定めていた租税優

遇措置の継続適用が認められる限り、これまで同様、…我が国においてみなし外国税額控除

が適用されることが、日中両国の税務当局間で確認されました」と発表しています（2008

年 3 月 26 日）。現在も利用できるみなし外国税額控除は、「使用料」（日中租税条約 23 条 3

項 c）のみとなっています（最新情報にはご注意ください）。 
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②外国子会社配当益金不算入制度 

一般に、配当等は、外国において課税された後の剰余金の分配であることから、

日本において、外国子会社から受け取った配当等を益金に算入した上で法人税を

課すと、国際的二重課税が生じ得ます。 

平成 21 年度税制改正前に、内国法人が外国子会社から受け取る配当等に係る

国際的二重課税排除の方式として採用されていた「間接外国税額控除制度」は、

内国法人が一定の外国子会社から配当等を受けた場合に、その配当等を内国法人

の益金に算入するとともに、当該外国子会社に対して課された外国法人税のうち

当該配当等に対応する金額を、内国法人が納付したものとみなして、外国税額控

除の対象とする制度でした。 

これに対し、平成 21 年度税制改正により導入された「外国子会社配当益金不

算入制度」は、内国法人が一定の外国子会社から受け取る配当等を、原則として、

益金不算入とするものです。つまり、日本においては、原則として、外国子会社

からの配当等に法人税を課さない（外国における課税で完結させる）ことによっ

て、国際的二重課税を排除しようとするものです（国外所得免除方式）（＊3）。 

＊3 外国子会社配当益金不算入制度」導入の背景には、「わが国企業が強みをいかして海外市

場で獲得する利益が過度に海外に留保され、競争力の源泉である研究開発や雇用等が国

外流出しないよう、当該利益の国内還流に資する環境整備に取り組む。」（経済成長戦略

大綱）という「経済対策的な側面」もあるといわれています。  

 適用対象となる外国子会社は、内国法人が外国法人の発行済株式等の 25％以

上を、配当等の支払義務が確定する日以前 6 カ月以上引き続き、直接に保有

している場合の外国法人とされています。 

 配当等の金額の 5％に相当する金額は、その配当を受けるために要した費用と

みなして配当等の金額から控除するため、配当等の 95％相当額が、内国法人

の事業年度の所得の計算上、益金不算入となります。他方、配当等に課され

る外国源泉税等の額は、損金不算入となり、また、益金不算入により国際的

二重課税は生じないと解されることから、外国税額控除の対象となりません。 

 

例えば、内国法人 J 社（3 月決算法人）は、平成 18 年より 50％出資している中

国法人 C 社（12 月決算法人）から配当 1000 を取得しました（平成 25 年 5 月董事会

で配当決議。定款でも、董事会でも、配当基準日を定めていません。）が、上記所得 1000

に関し、中国の企業所得税 100（10％源泉徴収課税）が控除されていたとします。 

内国法人 J 社 中国法人C社 

日本 中国 

株式保有 

配  当   1000 
  企業所得税  △100 
          900 の支払 
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＜J 社の会計処理＞ 

   （借 方）        （貸 方） 

  預金     900     受取配当  1000 

  外国源泉税  100 

J 社は、C 社に平成 18 年より 50％出資しており、C 社は、外国子会社配当益金不

算入制度の適用ある「外国子会社」（法人税法 23 条の 2 第 1 項、同法施行令 22 の 4

第 1 項）に該当し得ます。 

J 社は、受取配当 100 について、会計上、収入として計上しているところ、法人

税申告上は、外国子会社配当益金不算入制度により、95％に相当する 950 について、

益金不算入とできます。つまり、日本の法人税法上の「所得」に含まれない、課税

の対象とされないということですから、国際的二重課税は回避され得ます。 

 同制度を適用する場合、外国源泉税 100 について、J 社のように会計上費用とし

て計上していても、法人税申告上、損金不算入となり（同法 39 条の 2）、また、外

国税額控除の対象となりません（同法 69 条 1 項、同法施行令 142 の 2 第 7 項 3 号）。 

日中租税条約については、同条約 10 条は、源泉地国での限度税率を 10％と規定していると

ころ、新企業所得法施行後、実施条例によっても、源泉税は 10％となっています。 

また、日中租税条約 23 条 3 項 a には、配当について、日本の外国税額控除適用の際のみなし

税額控除の規定がありますが、日本が平成 21 年度税制改正により配当免除制度を導入したこ

とにより、同条項の適用はなくなりました。 

※ 法人税法における「所得」の計算 

ご存知の方には当然と思われるでしょうが、外国子会社配当益金不算入制度等で、「益気不算入」
等とでてくるのを理解するためには、法人税法における「所得」の計算について、大まかにでも、
押さえておく必要がありますので、以下に、ざっくりとご説明いたします。 
 法人税法 22 条 1 項は、法人税の課税標準となる各事業年度の「所得」の金額について 
  「所得」＝「益金」－「損金」 
と規定しています。そして、法人税法 22 条 2 項乃至 4 項によれば、会計上、収益ないし費用とし
て計上されたものは、原則として、それぞれ、「益金」ないし「損金」となりますが、「別段の定
め」があると、いわゆる「益金不算入」「損金不算入」となります。 
 外国子会社からの受取配当は、会計上、収益として計上されますが、外国子会社配当益金不算
入を定める同法 23 条の 2 は、同法 22 条 2 項にいう「別段の定め」にあたり、同法 23 条の 2 が
「配当等の額」のうち所定の額は「益金の額に算入しない」と規定しているので、「益気不算入」
となります。つまり、法人税の申告においては、会計上の当期利益から所定の金額を減算して各
事業年度の「所得」の金額を計算することができるというわけです。 

   ＜企業会計上の損益計算書＞         ＜法人税申告書＞ 

   

 

 

 

 

 

 

    「一般に公正妥当と認められる 

     会計処理の基準に従つて計算」 

収益 

費用 

当期 

利益 

当期 

利益 
原則、「損金」。
ただし、法人税
法上「別段の定
め」があると、
損金不算入。 

原則、「益金」。
ただし、法人税
法上「別段の定
め」があると、
益金不算入。 

益金算入   ＋ 〇〇円 

損金不算入  ＋ 〇〇円 

益金不算入  － 〇〇円 

損金算入   － 〇〇円 

所得       〇〇円 

〇〇円 

申
告
書
の
別
表
四
で

加
算
・
減
算
し
ま
す
。 
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(2) 外国法人について 

最後に、外国法人についても、簡単にふれておきます。 

前述のように、日本の法人税法及び所得税法は、外国法人の所得については、

日本の国内に源泉のある所得（国内源泉所得）に対してのみ課税する原則がとら

れています。 

 すなわち、日本国内に何らの拠点（PE, Permanent Establishment）を有しない

場合、外国法人が物品の販売等から得る事業所得については、いわゆる「恒久的

施設（PE）なければ課税なし」の原則通り日本で課税を受けることはありませ

んが、それ以外の配当、利子、使用料等の国内源泉所得については、源泉徴収だ

けで日本での課税関係が終了するのが原則です。 

外国法人が日本で課税を受けると、同一の所得について、当該外国が全世界所

得について課税するという全世界所得課税主義をとっていると、国際的な二重課

税が生じ得ます。 

このような国際的な二重課税は、外国法人の本国において調整されるのが通常

と考えられますが、他方で、租税条約が、日本の課税権を制限している場合には、

その限度で国際的な二重課税が調整されます。 

 

例えば、日本国内に何らの拠点（PE,）を有しない中国法人 C 社（中国に本店）
が、非上場会社である内国法人 J 社の株式を投資目的で保有している場合、J 社が 

C 社に対して支払う配当 100 に対して、日本でどのように課税されるでしょうか。 

株式保有 

配 当 100 

内国法人 J 社 中国法人C社 

日本 中国 

法人の所得課税に係る税目としては、国税としての所得税と法人税、地方税とし

ての住民税（道府県民税・市町村民税）及び事業税がありますが、住民税、事業税

について、日本国内に拠点を有しない外国法人が課税を受けることはありません（地

法 24Ⅰ③、72 の 2Ⅰ、294Ⅰ③等）。 

 所得税については、外国法人は、所得税の納税義務者に含まれており（所得税法 5

Ⅳ）、その国内源泉所得（同 161）が課税所得の範囲とされているところ（同 7Ⅰ⑤）、

「内国法人から受ける…剰余金の配当」は、国内源泉所得に該当するので（同 161

⑤、「5 号所得」）、所得税の課税を受けます。 

 その課税方法ですが、外国法人に対して一定の国内源泉所得を国内において支払

う者に対して、源泉徴収義務が課されており、5 号所得は源泉徴収義務の対象となる

国内源泉所得に含まれます。 

 所得税法上、源泉徴収額は、配当の金額に 20％の税率（同 179①）を乗じて計算

した金額になります（同 212Ⅰ、213Ⅰ）。 
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法人税法については、外国法人は、法人税の納税義務者に含まれ（法人税法 4Ⅲ）、

その国内源泉所得（同 138）について、4 つの外国法人の区分に応じて、課税を受け

る（同 141①～④）ところ、「内国法人から受ける…剰余金の配当」（同 138⑤イ、「5

号所得」）について、PE のない外国法人は、法人税の課税を受けません（同 141④）。 

 国内税法についてはここまでですが、配当を受け取ったのは中国法人 C 社である

ため、日中租税条約についても検討する必要があります。日中租税条約が適用され

る日本国の租税には、所得税が含まれます（同 2 条 1 項 b）。そして、配当について

は、10 条に規定があり、日本国内に PE を有しない中国法人 C 社には、同条 2 項の

限度税率 10％の適用があります。 

 結論として、日中租税条約の適用により、J 社が C 社に配当 100 を支払う際、10％

の税率で所得税額を源泉徴収することで日本における課税関係は終了します。 

 このように、日中租税条約は、日本の課税権を制限している限度（20％→10％）

で、国際的な二重課税を調整しているといえるでしょう。 

 なお、C 社が限度税率の適用を受けるためには、源泉徴収義務者である J 社を経

由して、所轄税務署長に「租税条約に関する届出書」を配当の支払日の前日までに

提出する必要があります（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律の施行に関する省令 2 条 1 項）。 

5．むすびにかえて 

 今回は、国際課税についてあまり馴染のない方でもわかるようにと、国際的二重課

税の基本中の“き”について、概説してみました。このような趣旨から、細かいと思

われる外国税額控除等、各制度の枝葉や、外国法人に PE がある場合等については、

あえて、省略しています。その点、ご留意いただければと思います。 

 
＜主な参考資料＞ 

金子宏『租税法』（弘文堂） 
板野佳緒里『詳説外国税額控除制度・外国子会社配当益金不算入制度・外国子会社合算税制の申
告実務』（税務研究会出版局） 
井上康一「国際税務の考え方」1～29（国際税務 Vol.30No.1～Vol.33No.7） 
工藤敏彦『Q&A 中国進出企業の税務・会計詳解』（清文社） 
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(1) 金銭債権は、相続開始とともに当然分割され、遺産分割の対象とならない 

法定相続人が複数いる共同相続の場合、相続が開始されてから、遺産分割によって各

共同相続人の具体的な相続分が確定するまでの間、相続財産は、各相続人の法定相続分

に応じて共有状態になります（遺産共有、民法 898 条）。そして、相続財産を構成する

個々の権利義務を終局的かつ個別的に個々の共同相続人に帰属させるためには、原則と

して、遺産分割（民法 909 条）が必要です。 

 もっとも、「遺産共有」とならないものもあります。 

 判例（最判昭 29.4.8、最判 10.6.30、最判 16.4.20 等）は、金銭債権その他の可分債権

については、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続

人がその法定相続分に応じてその権利を承継するとしているのです（分割債権説）。 

(2) 預金債権の共同相続について 

判例理論（分割債権説）によれば、預金債権も金銭債権ですから、遺産分割の対象に

含まれないことになってしまいます。 

 しかしながら、家庭裁判所の実務では、相続人から預金債権を分割の対象にしないと

いう積極的な申出がない限り、そのまま分割対象に含めていますし、家庭裁判所が関与

しない協議分割による場合でも、預金債権を含めて協議を成立させる方が、一般的とい

えるでしょう。ちなみに、一般的には、遺産分割調停・審判の対象になると、分割に際

して特別受益や寄与分を考慮できるというメリットが指摘されています。 

 ところで、預金債権が、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割

され、各相続人に法定相続分に応じて帰属しているということは、各相続人からの金融

機関に対する法定相続分に応じた払戻請求が可能となるはずです。 

 この点、金融実務としては、共同相続人間の紛争に巻き込まれるのを防ぐため、共同

相続人全員でなければ払戻請求に応じないとの取扱いがあるとされます。 

 金融機関が各相続人からの相続分払戻請求に応じないためこれが訴訟に発展しても、

多くの下級審裁判例は、上記判例理論を前提に各相続人からの相続分払戻請求を認めて

います（金融機関の取扱いは事実たる慣習であるとして、払戻請求を認めなかったもの

もあります。）。 

 なお、預金債権についてではないものの、最判平 22.10.8（以下、「平成 22 年判決」）

は、定額郵便貯金について、改正前郵便貯金法等に着目し、相続開始と同時に当然に相

続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になると判示しました。もともと、

定額郵便貯金については、東京家裁等の実務でこれを遺産分割の対象とする合意の有無

にかかわらず遺産分割の対象としており、また、共同相続人による相続分に応じた払戻

請求は許されないとする下級審裁判例が大勢であっとされます。平成 22 年判決は、定額

郵便貯金等が被相続人の遺産に属することの確認を求めた訴訟だったのですが、原審ま

では、銀行の普通・定期預金等も被相続人の遺産に属することの確認が求められていた

ところ、福高宮支判平 20.12.24 は、上記判例理論を理由として、確認の利益を認めてい

ません（金銭その他の可分債権→法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利

を承継→遺産分割の対象とするとの共同相続人全員の合意があるなどの特段の事情がない限り、可分

債権については、遺産分割前の共有関係にあることの確認、すなわち、遺産確認の訴えの利益はない）。 

 投 資 信 託 の 共 同 相 続 に 係 る 近 時 の 判 例 
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(3) 投資信託の共同相続 

預金債権と類似する問題として、投資信託の共同相続があります。近時、投資信託

の共同相続における共同相続人の一人からの相続分払戻請求については、下級審で判

断が分かれていました（肯定：大阪地判平 18.7.21 等、否定：福岡高判平 22.2.17 等）。 

 この点、遺産分割審判で共有するとされた投資信託受益権（委託者指図型投資信託に係

る信託契約に基づく受益権）等について共有物分割等が求められた最判平 26.2.25（以下、

「平成 26 年 2 月判決」）は、「共同相続された上記投資信託受益権は、相続開始と同

時に当然に相続分に応じて分割されることはない」と判示しました。投資信託受益権

は、口数を単位とし、法令上、償還金請求権および収益分配請求権という金銭支払請

求権の他にも、可分給付を目的とする権利でないものが含まれている等というのです 

（なお、平成 26 年 2 月判決は、国債や株式についても、当然分割を否定しています）。 

最判平 26.12.12（平成 24 年（受）第 2675 号） 

「元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するものであるから、共
同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金と
して上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を
求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の 1 人は、上記販売会社に対
し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないというべきである。」 

最判平成 22 年 10 月 8 日（民集 64 巻 7 号 1719 頁） 

「郵便貯金法は、定額郵便貯金につき、一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないとの条件で一定
の金額を一時に預入するものと定め（7 条 1 項 3 号）、預入金額も一定の金額に限定している（同条 2

項、郵便貯金規則 83 条の 11）。…同法は同債権の分割を許容するものではなく、同債権は、その預
金者が死亡したからといって、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものと
いうべきである。そうであれば、同債権の最終的な帰属は、遺産分割の手続において決せられるべき
ことになるのであるから、遺産分割の前提問題として、民事訴訟の手続において、同債権が、同債権
が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。」 

更に、最高裁は、相続開始後に投資信託（委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく

受益権）の収益分配金及び元本償還金が証券会社の被相続人名義の口座に預り金とし

て入金されたところ、共同相続人の一人が、法定相続分に応じた預り金の返還を求め
たという事案（最判平 26.12.12 以下、「平成 26 年 12 月判決」））で、返還請求を否定
しました。上記の通り、最高裁は、平成 26 年 2 月判決で、委託者指図型投資信託に
係る受益権について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されないとしてい
るので、平成 26 年 12 月判決はその論理的帰結であるともいえます。 

最判平成 26 年 12 月 12 日（民集 68 巻 2 号 173 頁） 

「本件有価証券目録記載 3 及び 4 の投資信託受益権は、委託者指図投資信託（投資信託および投資法
人に関する法律 2 条 1 項）に係る信託契約に基づく受益権であるところ、この投資信託受益権は、口
数を単位とするものであって、その内容として、法令上、償還金請求権および収益分配請求権（同法
6 条 3 項）という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権（同法
15 条 2 項）等の委託者に対する監督機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とする権
利でないものが含まれている。このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照ら
せば、共同相続された上記投資信託受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ
とはないものというべきである。」 


